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規模縮小農家

認定農業者等

①買入れ ③売渡し

②土地代金
支払

④土地代金
支払

点在する農地
遊休農地化防止

農地の面的集積
規模拡大実現

円滑な農地の継承

お問い合わせは・・・（公社）みやぎ農業振興公社 TEL  022-344-7080

農地売買等支援事業について

機構(公社)に
任せて安心！

農地中間管理機構
（みやぎ農業振興公社）

農地売買の仲介役！

農地中間管理機構が離農農家や規模縮小農家から、農用地区域内の
農地を買入れて、認定農業者等に対して、農地を効率的に利用でき
るよう調整したうえで、農地の売渡しを行います。

農地を
売りたい

農地売買等支援事業の概要

農地を
買いたい
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農地売買等支援事業のメリット

受け手である認定農業者等が現に耕作している農地と買入れる農地を合わせて、
おおむね１ｈａ以上の団地を形成する必要があります。（※詳細は次ページ参照）

農地を売った方（出し手）

農地を買った方（受け手）

事業要件

手数料

農地売買等支援事業について

農地売買等支援事業のメリット

手数料は、各種手続き、
調査等に要する経費です。

○公的機関である農地中間管理機構から直接土地代金を受け取ることができます。
○農地に関連した税制面での優遇措置が適用されます。
（譲渡所得が８００万円まで特別控除され、所得税が軽減されます。買入協議制度による
場合は１,５００万円まで特別控除。）

○農地を取得することで、まとまりのある団地形成が図れます。
○経営規模拡大により安定的で効率的な農業経営が可能になります。
○農地中間管理機構との契約だけで農地を取得することができます。
○農地に関連した税制面での、以下の優遇措置が適用されます。
①登録免許税（所有権移転登記）が１０/１０００（Ｒ５.３.３１まで）に軽減されます。
②不動産取得税が取得価格の１/３相当額控除されます。

団地形成

お問い合わせは・・・（公社）みやぎ農業振興公社 TEL  022-344-7080
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１）団地形成の目的及び趣旨 

 認定農業者等の担い手へ、面としてまとまった形で農用地の団地形成（集約化）

を図り、担い手の育成及びコスト低減などを図るとともに、優良農地を保全し、食料自

給率の向上、農業の多面的機能の十分な発揮に資することを目的とします。 

２）団地形成の定義 

農地売買等支援事業実施要領（最終改正 令和７年３月３１日 ６経営第 2246 号） 

第５ 本事業の要件 １ （１） ウ (ｱ) a より一部抜粋 

１． 新たに買い入れる農用地等と現に耕作を行っている農用地等が、おおむね１ha 以上

の団地を形成すること。 

※現に耕作を行っている農用地等とは・・・

所有権若しくは利用権に基づき、又は（特定）農作業受託により集積された農用地。

（農作業受託地については、農作業受委託契約書による契約締結が必須）

２． 以下の①～⑤のいずれかに該当する、一連の農作業の継続に支障が生じない２筆以 

上の隣接する農地をいいます。 

① 畦畔で接続する農地 ② 農道又は水路等を挟んで接続する農地

      

   

③ 各々一隅で接続する農地 ④ 買受者の宅地に接続している２筆以上の農地

⑤ 段状に接続する農地

既存経営地

新規買入地

新規買入地新規買入地

団地形成要件について 
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